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パート１ 
社会保障制度改革国民会議 

 

           

２０２５年へ向けて、医療・介護のグランドデザインの議論        
社会保障制度改革国民会議（会長 清家慶応義塾大学学長） 

が2012年11月30日から始まった 

  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%80%80%E5%AE%89%E5%80%8D%E9%A6%96%E7%9B%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=qOeUAktpKy9doM&tbnid=AV3-z3Dub2ThGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201301/21shakaihoshou.html&ei=HScDUdfdJsqiigegvoDYCA&bvm=bv.41524429,d.aGc&psig=AFQjCNH0lMLJuC0dlEAeqcoiwrc8CZxEUg&ust=1359247518021709


社会保障制度改革国民会議 
最終報告書（2013年8月6日） 

 

最終報告が清家会長から安倍首相に手渡し 



 



国民会議報告のポイント 

• 医療提供体制の見直し 

– 病床機能情報報告制度の早期導入 

– 病床機能の分化と連携の推進 

– 在宅医療の推進 

– 地域包括ケアシステムの推進 

– 医療職種の業務範囲の見直し 

– 総合診療医の養成と国民への周知 

–医療法人制度・社会法人制度の見直し 



医療法人制度・社会法人制度の見直し 

 

• 医療法人等の間の競合を避け、地域における医療・介護サー
ビスのネットワーク化を図るためには、当事者間の競

争よりも協調が必要であり、その際、医療法人等が容易に再編
・統合できるよう制度の見直しを行うことが重要である。 

• このため、医療法人制度・社会福祉法人制度について、非営利性
や公共性の堅持を前提としつつ、機能の分化・連携の推進に資す

るよう、例えばホールディングカンパニーの枠組
みのような法人間の合併や権利の移転等を速やかに行うことがで
きる道を開くための制度改正を検討する必要がある。 

• 複数の医療法人がグループ化すれば、病床や診療科の設定、医
療機器の設置、人事、医療事務、仕入れ等を統合して行うことが
でき、医療資源の適正な配置・効率的な活用を期待することがで
きる。 

 



医療法人制度・社会法人制度の見直し 

• あわせて、介護事業者も含めたネットワーク化や高齢化に伴い
コンパクトシティ化が進められているまちづくりに貢献していくこ
とも見据えて、医療法人や社会福祉法人が非営利性を担保し
つつ都市再開発に参加できるようにする制度や、ヘルスケアを

ベースとしたコンパクトシティづくりに要する資金調達

の手段を、今後慎重に設計されるべきヘルスケア・リ
ート等を通じて促進する制度など、総合的な規制の見直し
が幅広い観点から必要である。 

• 特に、社会福祉法人については、経営の合理化、近代化が必
要であり、大規模化や複数法人の連携を推進していく必要があ
る。また、非課税扱いとされているにふさわしい、国家や地域へ
の貢献が求められており、低所得者の住まいや生活支援など
に積極的に取り組んでいくことが求められている。 
 



 



 



 



連携ネットワークから統合ネットワークへ 

• 地域連携ネットワーク（現状） 

– 経営主体の異なる医療機関・介護福祉施設の連携 

– 医療計画における連携推進 
• 疾病別・事業別ネットワーク 

• 地域統合ネットワーク（今後） 

– 経営主体の異なる医療機関、介護福祉事業体等を経営
統合した事業体を形成→IHN 

– IHNとは 
• 50km~100Km医療圏に急性期病院、回復期リハ、慢性期病院、

診療所、介護施設、在宅医療・介護 

• 売り上げ規模1000億～2000億円規模の統合ネットワーク 

• 保険者、物流、医療人材、情報の統合ネットワークを形成 

• 医療人材養成機関（大学）を併設あるいは連携 



 

地域連携ネットワークから地域統合ネットワークへ 

Ｊk 

地域統合ネットワーク 
 

共同購入 クラウド 
電子カルテ 

        日本版ＩＨＮ 
半径５０Ｋｍ~１００Km 圏内に急性期病院、

回復期リハ病院、慢性期病院、診療所、
介護福祉施設、大学の統合ネットワーク
（ＩＨＮ）を形成、売り上げ1000億～2000億
円規模 

非営利ホールデ
イングカンパニー 

 

今後 



医療法人法の改正 

• 経済財政諮問会議（議長：安倍首相） 

– 伊藤元重東大教授 

– 医療法人法の改正（規制緩和） 

• 医療法人同士の合併や権利の移転をしやすくするよう
な医療法人制度の規制緩和を進めるべき 

– 新型医療法人 

• 国や自治体が運営する公設病院や健保組合が運営
する公的病院などもグループに参加できるような地域
経営統合の道を開く 



   医療介護総合確保法案のポイント 

基金の創設： 医療提供体制を見直す医療機関などに補助金を配るための
基金を都道府県に創設（2014年度） 

病床機能報告制度： 医療機関が機能ごとの病床数を報告する制度を導入
（2014年10月） 

地域医療構想： 都道府県が「地域医療構想」を作り、提供体制を調整（2015
年4月） 

医療事故を第三者機関に届けて出て、調査する仕組みを新設(2015年10月） 

「要支援」の人への通所・訪問看護サービスを市町村に移管(2015年4月から段階的
に） 

一定の所得がある利用者の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(2015年8月） 

所得が低い施設入居者向けの食費・部屋代補助の対象を縮小(2015年8月） 

所得が低い高齢者の保険料軽減を拡充(2015年4月） 

特養への新規入居者を原則「要介護３以上」に限定(2015年4月） 

医
療 

介
護 

(カッコ内は施行時期） 

 
５月１４日衆院厚生 

労働委員会で強行
採決 



 

5月13日衆院 
厚生労働委員会で 
強行採決！ 



 

強行採決の前日、５月１３日衆議院厚生労働委員会参考人招致 
「地域包括ケアシステムにおける看護師・薬剤師の役割と課題」 



パート２ 
IHN(Integrated Healthcare Network)とは？ 

 
 

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 

国際医療福祉大学大学院特任教授 

         松山幸弘氏 

ここからは松山先
生のスライドお借り

しました 



 

IHN（Integrated Healthcare Network)の 
定義と成功条件 



 

１つの広域医療圏で設立する 
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       など 

医療機関及び医療関連企業、医師会、大学、行政の共同出資会社 



 



 

IHNは 
米国モデル 



 



 



 



 



 



 



IHNモデルの形成の過程 

・米国の病院はもともと民間非営利が中心で構成 

・1980年後半から1990年代に政府の医療費抑制策に
より病院の収益が悪化 

・またマネジドケアに対抗するため病院の統合による
規模拡大が盛んになった 

• 統合は1980年代は類似の機能をもつ病院の水平統
合から始まった 

• 1990年代からは垂直統合によるIHNが盛んになって
現在に至る 

 

 



IHNモデルの成功の秘訣 

• 地域における医療機関の大規模な統合ネットワー
クの形成 

• 規模のメリット、ネットワーク内の機能分化と重複投
資の防止を通じて、浮いた財源で医療技術の進歩
に合わせた設備投資と人材育成を継続 

• 医療人材養成機関（医学部、看護学部など）を併設 

• 医療における民間的経営手法を徹底的に追求する 

• 医療と経営の分離 

• 民間非営利手法による地域連携から地域統合へ 

 



 



パート３ 
IHN事例（米国等） 

センタラヘルスケア（バージニア州ノースフォーク） 



 ＩＨＮモデル分類   松山幸弘氏 

• ①純民間型・１地域密着型 
– センタラ・ヘルスケア（バージニア州

ノースフォーク） 

– インターマウンテン・ヘルスケア（ユ
タ州ソルトレーク） 

• ②自治体立・１地域密着型 

– サラソナ・メモリアル・ヘルス
ケア（フロリダ州） 

• ③全国展開型 
– アセンション・ヘルス（カトリック系） 

– カソリック・ヘルスケア・ウェスト 

• ④純民間・医科大学業
務提携型 
– センタラ・ヘルスケア 

– ワシントン大学と業務提携し
たＢＪＣヘルスケア（ミズーリ
州セントルイス） 

• ⑤医科大学主導型 
– ＵＰＭＣ（ピッツバーグ大学メ

デイカルセンター、ペンシル
ベニア州ピッツバーグ） 

• ⑥完全統合クローズ型 

– カイザーパーマネンテ
（カリフォルニア州オーク
ランド市） 

 

    

 



①純民間型・１地域密着型 
センタラ・ヘルスケア 

• センタラヘルスケア 
– センタラ・ノーフォーク総合病

院を中核とし、半径100キロ
メートルの医療圏に約120の
医療関連施設を保有する複
合事業体 

– 総合病院と小児専門病院な
どの専門病院を中核として医
療機関を経営統合 

– 医科大学を併設 
– 開業医ネットワークとの連携 

– 機能の重複を上手く避けて、
互いに補完し合っている 

– 規模のメリットを追求 
 

 

ノースフォーク バージニア州 
   センタラヘルスケア 



 

Sentara Healthcare 



 

Sentara Healthcare 



 



 



 

② 



 

Sarasota Memorial Health Care System 



 



 



 

Sarasota Memorial Hospital  
規模は小さいがグローバルスタンダード 



 

⑤医科大学主導型  
UPMC(ピッツバーグ大学メデイカルセンター） 



 



 



 





 



⑥完全クローズド型 ｶｲｻﾞｰパーマネンテ 
保険者と医療提供の完全連結経営 

＜2012年ﾃﾞｰﾀ＞ 

加入者 910万人 

医療提供部門 
収入配分率約９５％ 

病院３７、 外来ｻﾃﾗｲﾄ拠点６１１ 

直接雇用医師 17,157名 

従業員数 175,668名 

医療保険部門 
収入配分率約５％ 

保険料収入約５兆円 

自
社
の
保
険
加
入
者
に
の
み
医
療
提
供 

カ
イ
ザ
ー
の
施
設
か
ら
の
み
受
診 
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医療ITの10年間投資額 60億ドル（初期投資 30億ドル） 

51 

IT投資ｺｽﾄを8年半で回収 



52 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝが医療ｻｰﾋﾞｽ提供の重要ｲﾝﾌﾗ！ 



ｶｲｻﾞｰにおけるPopulation Health のﾂｰﾙ例 

53 
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米国以外の医療事業体 



 



 



パート４ 
日本版IHN事例 



 



 

２０１４年４月開院した 

佐久医療センター（４５０床） 



 



 



 



パート３ 
公立病院経営改革ガイドライン 

～再編ネットワーク化～ 

総務省（2007年） 

公立病院経営悪化  
 



 



 



 



 



 



 



公立病院改革ガイドライン 

• 背景 

– 公立病院経営悪化 

– 自体財政悪化 

• 公立病院改革プラン 

– 2007年総務省の懇
談会スタート 

– 2008年プラン作成 

• 公立病院改革プランの３つ
の柱 

– ①経営効率化      

• 3年程度（2010年ごろまで） 

– ②再編・ネットワーク化 

• 5年程度（2012年ごろまで） 

– ③経営形態の見直し   

•  5年程度（2012年ごろまで） 

 

 



①経営の効率化 
• 経営指標に係る数値目標を設定 

– １） 財務の改善関係（経常収支比率、職員給与費比
率、病床利用率など） 

– ２） 公立病院として提供すべき医療機能の確保など 

• 一般会計からの所定の繰出後、「経常黒字」が
達成される水準を目途 
– （地域に民間病院が立地している場合、「民間病院並

の効率性」達成を目途） 

–  病床利用率が過去3 年連続して７０％未満の病院は
病床数等を抜本的見直し 



②再編・ネットワーク化 

• 都道府県は、再編・ネットワーク化に医療計
画の改定と整合を確保しつつ、主体的に参画 

• 二次医療圏等の単位での経営主体の統合を
推進 

• 医師派遣拠点機能整備推進。病院間の機能
重複を避け、統合・再編含め検討 

水平統合をめざしてる 



 



③経営形態の見直し 

• 人事・予算等に係る実質的権限、結果への
評価・責任を経営責任者に一体化 

• 選択肢として、地方公営企業法全部適用、地
方独立行政法人化、指定管理者制度、民間
譲渡を提示 

• 診療所化や老健施設、高齢者住宅事業等へ
の転換なども含め、幅広く見直し 
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参照：公立病院事業の主な経営形態 

地方公営企業法 

全部適用 

独立行政法人  

非公務員型 

指定管理者制度 

開設者 地方公共団体 地方独立行政法人 地方公共団体 

事業責任者 病院事業管理者 法人の長（理事長） 受託事業者（公益
法人、医療法人等） 

病院の位置づけ 都道府県が設置す
る地方公営企業 

都道府県が設置す
る地方独立行政法
人 

公設民営 

職員の身分 地方公務員 民間職員と同様 受託者の職員 

（民間職員）となる 

経営 管理者の権限と責
任において経営を
行う 

設立団体の長（知
事）が中期目標を設
定する 

受託契約の範囲内
で受託者が事業を
実施する 



地方公営企業法全部適応 

• 地方公営企業法一部適応 

– 公立病院の多くは地方公営企業法の財務規定
の部分だけが適用されている 

• 地方公営企業法全部適応 

– 条例で組織や職員の身分規定などすべての条
文を適用すること 

– 全部適応で新たに任命される病院事業管理者は
予算や職員の人事権を持ち、給料も決められる
ため、より柔軟な経営ができる。 

– 一方で、経営責任が明確化される。 



 

地方独立行政法人とは？は 



指定管理者制度とは？ 

• 指定管理者制度は、それまで地方公共団体
やその外郭団体に限定していた公の施設の
管理・運営を、株式会社をはじめとした営利
企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど

法人その他の団体に包括的に代行させるこ
とができる（行政処分であり委託ではない）制
度である。 



パート４ 
公立病院再編事例 

経営形態見直しと 

再編ネットワーク化 



事例 

• 事例（１）全部適応 

– 県立青森中央病院 

• 事例（２）指定管理者 

– 氷見市民病院 

• 事例（３）統合再編 

– 県立日本海病院、市立酒田病院 

• 事例（４）経営統合 

– ＪＡ栃木県下都賀総合病院、下都賀郡市医師会病院 

• 事例（５）民間譲渡 

– 志木市立市民病院 



事例（１） 全部適応 県立青森中央病院 
 

• 2007年（平成19年）に

地方公営企業法全部
適応 

• 病院管理者を吉田茂昭
院長が兼務 

• ＤＰＣ、7対１、地域医療
支援病院取得など 

• 医師数を100名から１
30名に増員 

• 青森県立中央病院 

 （700床） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Aomori_prefectual_central_hospital.JPG


全部適応効果 

  

7.9憶 

Ｈ２４(見込み） 

全適 ＤＰＣ 7対１ 
地域医療支援病院 

総合医療体制加算 

医師数100名 医師数１３０名 
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事例（２）：指定管理者 
富山県氷見市民病院   

～医科大学附属病院としての再生～ 

• 金沢医科大学付属病院を指定管理者として、 

 公設民営で２００８年４月1日から再スタート。 

 数値目標として財政健全化達成 

◆医科大学が公立病院の指定管理者になるのは全国でもめず
らしい⇒公立病院の経営モデルに 

 

• 「聖域」無き改革に挑戦し効率的な運営体質がつくられた。 

 

• 分限免職・本庁と一体で委員会報告を忠実に実行した。 

 

• 氷見堂故市長は最後までぶれなかった。  

長隆氏資料より 
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事例（２）：氷見市民病院 改革前収支 

 医業損益は平成１６年度までは改善していたものの、平成１７年度から悪化へ転じ、
１８年度には医業損失が６億円を超える予測であった。 

経常損益も平成１６年度までは概ね低位で推移していたものの、平成１７年度から損
失の額が増加している。 

 
医業損益・経常損益の推移
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事例（２）：氷見市民病院 改革前 
患者数 

医師不足問題が表面化するずっと以前から、患者離れは進んでおり、 
これは自治体病院の全国的な傾向となっている 
近隣の高岡市に患者は流れていた。          

過去3ヵ年の患者数の推移
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事例（２）：金沢医科大学を指定管
理者として付属病院化した 

• 現在、金沢医科大学氷見市民病院として指定管理
者制度のもとに経営を行っている 

• 医師、大学が経営している強みを活かし、充足して
いる。臨床研修医とのマッチング率100％ 

• 看護師支援の施策を行っている。 

 

  経営改革そのものは難儀しながらも成功した。 

 ⇒良い経営を継続するためには、改革後も「魅力の
ある病院づくり」というフォローが必要 



88 

平成23年9月1日 新病院建築移転 
建設費 約50億円という賢明な選択 
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事例（３）：統合再編後 
独立行政法人化する改革プラン 

総務省：公立病院改革プラン策定状況等について（報道資料）より 
②再編・ネットワーク化に係る基本的枠組みに合意した病院（抜粋） 

都道府
県名 

団体名 病院名 
再編・ネットワーク化の内容 

（要約） 

山形県 山形県 
独立行政法人 

山形県・酒田市病院機構 

日本海総合病院 

山形県立日本海総合病院と酒田
市立酒田病院を統合再編し、地方
独立行政法人化。 

                                                                                  
日本海総合病院は528床→648床
に増床、急性期医療等の役割を担
い、酒田医療センターは400床
→110床に減床、亜急性期・回復
期医療等の役割を担う。 

山形県 酒田市 
独立行政法人 

山形県・酒田市病院機構 

酒田医療センター 

長隆氏資料より 
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事例（３）：再編統合までにいたる経過 

・平成５年酒田市に、県立日本海病院開設 

・酒田病院の建物老朽化に伴い、改築構想が浮上 （平成６年、第一次マスタープラン） 

・平成１１年、一般会計に市立酒田病院整備基金創設 

 （平成１８年度末残高、１１億４３５万円） 

・平成１７年３月、第二次マスタープラン作成 

・有識者による市立酒田病院改築外部委員会から報告書提出 

 （県立日本海病院と経営統合し、一般地方独立行政法人とすべき） 

・山形県は、県立病院の経営改善策を外部監査法人に委託 

 （報告書：運営形態は一般地方独立行政法人とすることが望ましい） 

・平成１８年９月、山形県知事と酒田市長で統合再編合意 
・平成１８年１１月、第一回運営委員会を開催し、協議会を設立 

・平成１９年３月、山形県・酒田市病院統合再編基本整備構想が決定 

・平成１９年７月、第三回協議会を開催し、 

 経営形態を一般独立行政法人とすることを決定 
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事例（３）：画期的な経営改革 
システムの構築 

 平成２０年４月１日 

 「独立行政法人山形県・酒田市病院機構」 

 （日本海総合病院・酒田医療センター）として 

 生まれ変わった 

 ◆複数の自治体間による独法化は全国でもめずらしい 
⇒公立病院の経営モデルに 

 ◆高齢者等のために、２病院間をシャトルバスが運行 
 

• 前年度に比べ営業利益の経営改善効果実質額が約５億
円（２月末現在） 

• 減価償却や交付金を含むと約１５億円の経営改善効果 



92 

事例（３）：県立日本海病院と市立酒
田病院の位置関係 

市立酒田病院 

県立日本海病院 

直線２kｍ 
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事例（３）：統合再編の背景 

最大理由：診療機能の重複 

県立日本海病院 

内科・消化器科・産婦人科・・・ 

市立酒田病院 

内科・消化器科・産婦人科・・・ 

一緒にやれば
効果的なんだ
けど・・・ 

二つの病院に同じ科目があるために・・・ 
 医師が分散配置される（医師不足に拍車がかかっている） 
 診療科の競合が起こっている 
  ⇒今は良くてもこれから人口が減っていくと共倒れの危険がある 
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事例（３）：整備基本構想について 
統合病院の医療機能「選択と集中」 

＜ 統合再編前 ＞ ＜ 統合再編後 ＞ 

  
 

病床数：758床（2病院合計） 

【日本海総合病院】 

病床数：648床 
診療科：25科（一部の診療科を統合） 
主な機能 
 三次救急医療（新型救命救急センター）・ 
 高度医療・地域がん診療連携拠点病院・ 
 救急告示病院・臨床研修病院・ 
 災害拠点病院・感染症医療・人間ドック・ 
 人工透析 

【酒田医療センター】 

病床数：110床 
診療科：7科 
主な機能 

 亜急性期・回復期医療の提供等 

統合再編後の病院 

  
 

病床数：400床 
診療科：15科 
主な機能 
 高度医療・救急告示病院・臨床研修病院・ 
 人間ドック 
 

市立酒田病院 

  
 

病床数：528床 
診療科：25科 
主な機能 
 2.5次救急医療・高度医療・地域がん診療 
 連携拠点病院・救急告示病院・臨床研修 
 病院・災害拠点病院・感染症医療・ 
 人間ドック・人工透析 

県立日本海病院 
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事例（３）：現在の日本海総合病院 

西南西から見たところ。手前が増築部分  

 



事例（４） 病院再編 
３病院の経営統合 

• 栃木市 ＪＡ栃木厚生連下都賀総合病院〈
467床）、下都賀郡市医師会病院（112床） 

– ２病院とも老朽化が進んでいる 

• 陽気会とちの気病院（165床） 

– ３者統合 

– ２０１１年６月に栃木地区病院統合再編協会を設
立 

– ２０１３年「一般財団法人とちぎメデイカルセンタ
ー」が設立され、３病院の経営統合が実現した。 



 



事例（４）財政支援 

• 第１病院 

– 栃木駅南部に新築、本体工事費６０億円 

• 第２病院 

– とちの木病院の建物をリニューアル 

• 再編事業に対して 

– 地域医療再生基金３５億円 

– 県補助金１５億円 

– 市補助金３３億年 



 



事例（５） 市立病院の民間移譲 

• 志木市立市民病院 

– １００床 

• 医師減少（整形外科、小
児科等）、建物老朽化 

• 当初、指定管理者方式で
検討、最後は民間移譲 

• 首長選挙により現職市長
落選 

• 新市長のもとで民間移譲
が実現 

 

 



志木市立市民病院の経緯 
• Ｓ54年5月 標榜3科（内科、外科、小児科）、30床で救急市民病

院として発足 
– 医師は日本大学医学部より派遣 

• Ｓ59年8月 100床に増床 

• Ｈ7年4月 整形外科標榜 
– 医師は自治医科大学付属病院より派遣 

• Ｈ13年4月 小児病院輪番制病院（小児救急医療支援事業） 

• Ｈ14年4月 訪問看護ステーション併設 

• Ｈ17年 医師派遣の関連病院がなくなった（新臨床研修医制度） 

• Ｈ20年4月 地方公営企業法の全部適応 

• Ｈ20年7月 7対１取得 

• Ｈ21年5月 総合健診センターオープン 

• Ｈ22年7月 整形外科医２名退職 



志木市立市民病院の経緯 

• Ｈ22年7月 小児外科標榜 

• Ｈ22年9月 補正予算可決（5億4000万円補てん） 

• Ｈ23年1月 市民病院再生構想の提案 

• Ｈ24年1月 小児科入院の休止発表、経営改革委員会設置 

• Ｈ24年２月 経営改革委員会報告書の提出 

• Ｈ24年3月 市議会の説明（日大への関連病院の申し入れ）、Ｈ24年当初予算可
決（3憶4600万円補てん） 

• Ｈ24年8月 小児科入院休止 

• Ｈ24年9月 指定管理者導入条例案の否決 

• Ｈ24年12月 指定管理者1年導入条例案の否決 

• Ｈ25年2月 市民病院の民間移譲に関する公募案 

• Ｈ25年3月 Ｈ２５年当初予算可決（8億8600万円補てん） 

• Ｈ25年5月 公募、民間移譲選定委員会の設置 

• Ｈ25年6月 公開プレゼン実施 審査 移譲先の決定 

          市長選 現職市長落選 

 



志木市立市民病院 
入院・外来患者数 

新臨床研修制度 

全部適応 指定管理者条例否決 

Ｈ25年 

民間移譲 

整形外科 

医退職 



運営費交付金推移 

単位 （千円） 



指定管理者案から民間譲渡案へ 

• 当初、市側は指定管理者による経営主体変
更を考えていた 

– 日大付属病院化という案も出た 

• しかし議会側の反対で指定管理者案は否決 

• 民間移譲を前提として、公募を行うことになっ
た 

• 移譲先の選定委員会が2法人について審議
し、 TMG武蔵野会に決定 

• Ｈ25年6月の市長選挙で現職市長落選 

• 新市長のもとで民間移譲が承認された 



志木市立市民病院の民間移譲 

• 2013年7月3日に、志木

市立市民病院移譲先
選定委員会が開催され
、市民病院の移譲先に
ついての選定結果報告
書が委員長（武藤正樹
：国際医療福祉大学大
学院教授）から、香川
市長へ手渡されました
。 

 



志木市立市民病院は 
戸田中央医科グループ宗像中央病院へ 

 

中村毅理事長 香川武文市長 

http://kagatake.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_fc3/kagatake/E5B882E6B091E79785E999A2E381AEE7A7BBE8ADB2E381ABE996A2E38199E3828BE8A9B3E7B4B0E58D94E5AE9A.JPG


戸田中央医科グループ 
• 戸田中央医科グループ（TMG） 

– 一都四県下に26病院と6老人保健施設のほか、

特別養護老人ホーム、クリニック、健診センター、
訪問看護ステーションなど、数多くの関連事業所
を展開。グループ内で地域医療ネットワークを形
成している 

– グループ内の医療機関・施設では、現在、総勢
11,000人を超える職員を有する 



パート４ 
大規模経営統合と 
ヘルスケアリート 

「ヘルスケア施設供給促進のための不動産証券化手法の 

活用及び安定利用の確保に関する検討委員会」 

             ２０１３年３月 
 



 



 



生活支援サービス付き高齢者専用賃貸住宅の事例 

 ココファン日吉 （神奈川県横浜市）  平成22年3月開設 

土地をＵＲより賃借して高齢者専用賃貸住宅と介護事業所を一体的に整備。    
学習塾も併設し、高齢者と子供、地域住民の多世代交流の促進もめざす。 

自立型 介護型 

戸数 24戸 57戸 

住戸面積 35.65～70.41㎡ 18.06～22.96㎡ 

家賃 105,000～188,000円 75,000～79,000円 

共益費 4,600～7,500円 20,000円 

サービス費 26,250～32,550円 32,550円 

併設事業所等： 

    訪問介護、通所介護、短期入所 

    居宅介護支援 

    学習塾 （事業者グループ会社の経営）
テナント：クリニック、調剤薬局 

住宅（介護型） 

（２～３Ｆ） 
クリニック 

調剤薬局 

学習塾 

ディサービス 

ショートステイ 

住宅（自立型） 

（２～４Ｆ） 

訪問介護 112 



サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移 

平成25年5月末時点 

11
3 

2011年 

高齢者住ま
い法改正 

１０年間で
６０万戸を
目指す！ 

１４．６万戸 

2014年2月現在 



 



 

国土交通省資料 



 

新生銀行 ヘルスケアファイナンス部長 藤村隆氏 資料より 



 
「ヘルスケア施設供給促進のための 

不動産証券化手法の活用及び 

安定利用の確保に関する検討委員会」 

国土交通省、金融庁、厚生労働省 



 



 

リート（REIT：Real Estate Investment Trust）とは？ 
不動産投資信託のこと、投資家から調達した資金を不動産に投資する仕組みのことで、 
特に、日本の国内法に則った日本版REIT（J-REIT）のことを単にREITという場合がある。 



 

ARES 不動産証券化ジャーナルVol.05 

 「世界のREIT市場2011-2012」より抜粋・加工） 

 



 

 
 

日米リートの投資比較 
日本では 

ヘルスケア
リートは極
めて少ない 



 



 



 

東京大学公共政策大学院 特任教授 内藤伸浩氏  

 

医療モール 



ヘルスケアリートの対象は 
大規模、高機能、高付加価値型 

高齢者住宅 



日本の従来の 
サービス付き高齢者向け住宅は小規模 

中井生活経済研究所調べ（2012年） 



高齢化の進展と大型団地の関係 

・今後高齢化が急速に進展するのは大都市近郊地域。 

・当該地域は、公的賃貸住宅団地の立地と重複する（高度経済成長期での大都市への人口流入
に対応した大規模団地の立地） 

1000戸以上
大型団地 

2025年における後期
高齢者(75歳以上)人

口の増加率（指数 
2005年＝100） 

～150 

～175 

～200 

～225 

～250 

～275 

～300 

～325 

～350 

351以上 

首都圏での高齢化の伸び率（後期高齢者の人口増加率）
と大規模団地 

公営住宅 

公社住宅 

ＵＲ都市機構住宅 

127 



大型団地再生に「サ高住」助成 

• 「地域居住機能再生推
進事業（30億円）」 

– 平成25年度国土交通省
予算案 

– 高度経済成長期に開発
されたニュータウンが今
や住民の高齢化真った
だ中 

– ニュータウンの中には建
て替えによる高齢者対
応を進めるケース増え
ている 

– 地方公共団体、住宅供
給公社などが地域ごと
に協議会をつくり団地再
生を行う場合に一部助
成をおこなうことになっ
た 

– 対象 
• 5ヘクタール以上 

• 入居開始から30年以上
経過 

• 公的tン対住宅の管理戸
数が1000戸以上 

 



公的賃貸住宅団地における高齢者向け住宅・医療・福祉拠点の整備 

柏 駅 

○交通：JR常磐線・東武野田線柏駅 バス5分 
○敷地面積：３２．３ha  
○管理戸数：４，６６６戸 

豊四季台地区における長寿社会対応のまちづくり 

柏市の豊四季台団地を含む豊四季台地区において東大（高齢社会総合研究機構）－ 
柏市－都市機構が共同で、当該地区での将来に向けたまちづくりを、住民や医療・ 
介護の関係者と一緒になって考え実行する「モデルプロジェクト」を計画し、 
サービス付き高齢者向け住宅や福祉施設等を整備。 

① サービス付き高齢者向け住宅 

② 訪問看護ステーション 

③ 小規模多機能型居宅介護事業所 

④ 在宅療養支援診療所 

⑤ 豊四季台地域の主治医診療所 

⑥ 地域包括支援センター 

⑦ 学童保育施設 

⑧ 薬局 

■事業予定地   千葉県柏市豊四季台 

■予定事業期間  平成24年度～平成25年度 

【高齢者向け住宅や医療・介護拠点
の整備】 
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安心して暮らせる 

活力ある 

超高齢化社会 

柏－東大モデル 

病院から在宅へ 

病院 地域 

24時間対応の訪問看護・介護 

ニーズに即した 
多様な住居 

個々の状況に応じた 
移動手段 

かかりつけ医 

元気高齢者を 
地域の支え手に 

遠隔医療 

情報ネット
ワーク 

健康情報 

薬局 

コスト 

家族の 
QOL 

高齢者
の 

QOL 

評 価 

プライマリケア体制 

患者学 

■豊四季台地区における長寿社会対応のまちづくり 
 柏市の豊四季台団地を含む豊四季台地区において東大（高齢社会総合研究機構）－ 
 柏市－都市機構は共同で、当該地区での将来に向けたまちづくりを、住民や医療・ 
 介護の関係者と一緒になって考え実行する「モデルプロジェクト」を計画⇒「豊四季
台地域高齢社会総合研究会」の発足（参加者：東大・柏市・都市機構） 

長寿社会のまちづくり 

－豊四季台地域の未来を考える－ 

柏－東大モデルの提案 

講演会より 130 



地域包括ケアによる地域開発 

• 地域包括ケアを中心としたまちづくり、例えば
サービス付き高齢者向け住宅を中核とした、
サービス展開や、その地域に応じたようなサ
ービス提供を行うなど地域活性化につながる
ような取組が期待される。 

• 例えば、米国のヘルスケアリートにおいては
、投資対象にＣＣＲＣ（※）があり、地域包括ケ
アやまちづくりに貢献している。                           

 「ヘルスケア施設供給促進のための不動産証券化手法の活用及び 

安定利用の確保に関する検討委員会」 

 



国土交通省が計画する 
集約型都市(コンパクトシティ）づくり支援策 

鉄道駅 

１Ｋｍ 

中心拠点区域 

民間が5年
以上持つ 
不動産 

未利用地 

空きビル 

病院 介護施設 

住宅エリア 

都市機能の移転で住宅も 

中心部周辺に移行 

育児施設 

Ａ 

移転 

移転前の不動産の
売却益を実質減税 

Ｂ 不動産の売
却益を減税 

Ｃ 
中心部での施設の 

整備費の8割を 

国地方が補助 

 

Ｃ 



ヘルスケアREITの課題と期待 



ヘルスケアREITへの期待 

• 1.民間資金を直接活用した多様なヘルスケ
ア施設の供給の促進 

– 不動産投資市場の投資家から資金調達を行うこ
とにより規模の大きなものなど多様な施設の供
給が可能となる。 

• 2.ヘルスケア施設の所有と運営の分離 

– ヘルスケアリートが施設の所有と維持管理を専
門的に行うことにより、オペレーターは施設の運
営に専念できる。 

– またオペレーターは、自らの資金調達力にかか
わらず機動的な運営事業の展開が可能となる。 



ヘルスケアREITへの期待 
• 3.ヘルスケア施設にかかる不動産市場の形成 

– ヘルスケア施設は転用が困難であることから、一般的には流
動性が低いといわれているが、ヘルスケア施設を取得するリ
ートの登場により、ヘルスケア施設にかかる不動産市場が形
成され、その流動性が高まる。 

• 4.不動産の長期安定保有 

– ヘルスケアリートは、一般の企業と同様に存続期間の定めの
ない法人として施設の長期保有が可能であるため、ヘルスケ
ア施設の安定的な利用に資する。 

– また、施設の新設の場合、不動産の投資回収期間は長期に
わたるため、リートによって長期安定的に不動産が供給され
ることにより、オペレーターの経営安定化に寄与する。こうし
た事業者の初期的な負担能力の軽減に資する。 



ヘルスケアREITへの期待 

• 5.施設運営の透明化の確保 

– ヘルスケアリートは投資家に対する十分な情報開
示が不可欠であることから、ヘルスケア施設の運
営、サービスの状況に関する情報開示の充実が
期待できるため、結果的に施設・オペレーターの運
営管理能力の向上や運営の透明化につながる。 

• 6.資金調達手段及び運営手段の多様化 

– 上場ヘルスケアリートは、公開市場から資金調達
が可能となり資金調達手段の多様化が図られる。 

 

 



 



 

病院リート活用のた
めのガイドラインが

できる 



ヘルスケアＲＥＩＴ  
資産運用会社設立 ケネディクスなど６社 

 • 不動産ファンド運営のケネディクスや新生銀行など６社は２８日、高齢者
介護・医療などヘルスケア施設に特化して投資する不動産投資信託（Ｒ
ＥＩＴ）の創設に合意し、資産運用会社を設立したと発表した。 

• 投資法人を設立して２０１４年後半をめどにヘルスケアＲＥＩＴを上場し、早
期に資産運用規模を１０００億円程度に引き上げる。 

• 資産運用会社は「ジャパン・シニアリビング・パートナーズ」で、出資総額
は４億円。ケネディクス６０％、長谷工コーポレーション２０％のほか、三
菱ＵＦＪ信託銀行、ＬＩＸＩＬグループ、損害保険ジャパン、新生銀が５％ず
つ出資。社長には新生銀の藤村隆ヘルスケアファイナンス部長が就任し
た。 

•  首都圏を中心に全国の有料老人ホームや高齢者向け住宅、病院など
に投資する。藤村社長は「資本市場の潤沢な資金を、成長が期待でき社
会性も高いヘルスケア市場に流し込むパイプ役になる」と語った。上場時
の資産規模は５００億円を想定し、年間２００億円程度ずつ増やしていく
方針だ。 

• 産経Biz （ 2014年4月29日）より 

 



ヘルスケアREITへの期待 

大規模なIHNの開発・運営資金調達に 

活用してはどうか？ 



２０２５年へのロードマップ 
～医療計画と医療連携最前線～ 

• 武藤正樹著 

• 医学通信社  

• Ａ５判 ２２０頁、２６００円 

• 地域包括ケア、医療計画、診
療報酬改定と連携、２０２５年
へ向けての医療・介護トピック
スetc 

• ４月発刊 

 

日野原先生にもお読みいただいています。 

これは
良く分
かる 



           

    

            まとめと提言 
 

・時代は連携から経営統合へと移り変わっている 

 

・非営利性を厳格化した地域独占モデルのIHNに注目が
集まっている 

 

・IHNモデルは自治体病院の再生モデルとなりうるか？ 

 それには水平統合から地域包括ケアシステムを見据え
た垂直統合モデルが必要 

 

・IHNモデルの資金調達の１手法として、ヘルスケアリート
を応用してはどうか？ 

 

・ 


